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仁淀川直轄河川改修事業
（事業再評価）

国土交通省四国地方整備局

令和4年2月

によどがわ

四国地方整備局
第14回 仁淀川流域学識者会議資料

本資料は、令和３年３月に公表した各種資産評価単価（令和元年単価、令和２年単価）について、一部の数値に誤りがあったため、
訂正後の単価を用いて費用便益比（B/C）を算出し、「第13回 仁淀川流域学識者会議」にて審議していただいた、「資料４ 仁淀川直
轄河川改修事業（事業再評価）」を修正したものである。

資 料 ２



②新規事業採択時評価
・新規事業の採択時において、費用対効果分析を含めた事業評価を行う。

③再評価
・事業採択後一定期間（直轄事業等は3年間、補助事業等は5年間）が経過した時点で未着工の事業、再評価実施後一定期間（5

年間）が経過している事業、社会経済情勢の急激な変化等により再評価の実施が必要となった事業等について再評価を行う。
必要に応じて事業の見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止する。

④完了後の事後評価
・事業完了後に、事業の効果、環境への影響等の確認を行う。必要に応じて適切な改善措置を行う他、同種事業の計画・調査の
あり方等の検討に活用する。

 公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため各段階において事業評価を実施するもの。

（新規事業採択） （着工） （完了）（計画段階）

３年未着工 再評価実施後５年毎 完了後５年以内

５年継続中

計画段階評価
新規事業

採択時評価
再評価

完了後の
事後評価

①計画段階評価
・地域の課題や達成すべき目標、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較・評価を実施。
・事業の必要性及び事業内容の妥当性を検証。

再評価実施後５年毎
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事業評価の仕組み

再評価実施後
３年毎



再評価の視点と実施体制

再評価の視点
① 事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
２）事業の投資効果
３） 事業の進捗状況

② 事業の進捗の見込みの視点
③ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

四国地方整備局事業評価監視委員会
・大学教授、経済界、法曹界等で構成
・事業評価監視委員会による意見具申
・審議の公開等により透明性を確保
・事業評価監視委員会の意見の尊重

対応方針（案）
・「継続」又は「中止」等
・評価結果、対応方針（案）の決定理由等を公表

仁淀川流域学識者会議
 河川整備計画策定後の計画内容の点検のために学識経験

者等から構成される委員会等が設置されている場合は、事
業評価監視委員会に代えて当該委員会で審議を行うものと
されており、仁淀川流域学識者会議にて審議を実施。

一般的な公共事業 今回の場合

以下の条件に合致する場合は省略可能
① 費用対効果分析の要因に変化が見られない場合
② 費用対効果分析を実施することが効率的でないと

判断できる場合

 再評価の視点と実施体制は以下の通り。

審議結果の報告

Ｒ３再評価においては省略条件を満たさないた
め、重点審議とする。
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事業評価の経緯

平成25年7月31日 第2回 仁淀川流域学識者会議
仁淀川直轄河川改修事業 河川整備計画（国管理区間）の費用便益分析について審議

平成28年３月16日 第６回 仁淀川流域学識者会議
仁淀川直轄河川改修事業の事業再評価について審議

新規事業として内水対策（日下川放水路、宇治川排水場増設）等を追加

平成29年8月１日 第８回 仁淀川流域学識者会議
仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（日下川）の事業再評価について審議

地質調査を踏まえたトンネンル構造の変更、仮設工法の変更追加等

平成29年8月1日 第８回 仁淀川流域学識者会議
仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（宇治川）の事業再評価について審議

地質調査を踏まえた仮設工法の変更、環境対策費用の追加等

令和元年11月13日 第１２回 仁淀川流域学識者会議
仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（日下川）の事業再評価について審議

地質調査を考慮した施工、周辺環境への配慮による追加等
工期を令和4年度（2年延伸）とする

平成25年１２月２０日 仁淀川河川整備計画の策定
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平成２８年１２月８日 仁淀川河川整備計画の変更



事業の必要性

 仁淀川直轄区間の下流域沿川の平地部は、開発が進み多くの人口・資産が集中している。特に仁淀
川に合流する支川沿いに広がる平野部には、土佐市市街地やいの町中心部などがあり人口・資産が
集積している。また、地盤高が本川から離れるほど低くなる低奥型地形を呈しており、仁淀川の計画
規模洪水時における水面高より低いため、破堤時に想定される被害は甚大である。

4仁淀川下流域の平野部の状況（断面図）
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【仁淀川下流域の平野部の状況】

Ａ Ａ’ 

仁淀川下流域の平野部の状況（平面図）

浸水想定区域（想定最大）

A

A‘
流域内人口 約8.3万人

（平成27年度国勢調査）

洪水浸水想定
区域内人口

約3.3万人
（平成27年度国勢調査）



仁淀川直轄河川改修事業の概要

河川名
基準

地点

基本高水の
ピーク流量

（m3/s）

洪水調節施
設による調節

流量

（m3/s）

河道への
配分流量

（m3/s）

仁淀川 伊野 17,000 3,000 14,000

仁淀川水系河川整備基本方針諸元
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仁淀川水系河川整備計画諸元

河川名
基準

地点
区間

河道整備

流量

（m3/s）

備考

仁淀川 伊野

八田堰
上流

11,000
平成17年9月洪水を安全
に流下

八田堰
下流

12,900
昭和38年8月洪水を安全
に流下主な評価対象事業位置図

・事業期間 平成23年度～令和24年度
・総事業費 約700億円
・主な工種 築堤、河道掘削、樹木伐採、侵食対策、堤防拡幅、内水対策

(令和3年現在、高潮対策、大規模地震・津波対策、浸透対策は事業完了)
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・事業期間 平成27年度～令和元年
・事業費 約18.5億円

・排水機場の増強

・土地利用規制
・都市下水路施設整備
・下水ポンプの増強 等

・河川改修
（天神ヶ谷川）

いの町

国

連携

高知県

仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（宇治川）の概要

 国土交通省・高知県・いの町による役割分担を
明確にした宇治川総合内水対策計画に基づき、
平成26年台風12号の甚大な浸水に対する床上
浸水被害の防止を図る。

事業を巡る社会経済情勢等の変化（事業費の増加）

※平成29年8月1日 第8回 仁淀川流域学識者会議において仁淀川床上浸水対策特別緊急
事業（宇治川）の事業費増加に伴う事業再評価は審議済み

事業採
択時
（H26)

見直し
時

（H29）
増減額

総事
業費

約15.4 約18.5 約3.1

単位：億円



 国土交通省・高知県・日高村による役割分担を明
確にした日下川総合内水対策計画に基づき、平成
26年台風12号の甚大な浸水に対する床上浸水被
害の防止を図る。

仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（日下川）の概要
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・事業期間 平成27年度～令和4年度
・事業費 約257億円

事業を巡る社会経済情勢等の変化（事業費の増加）

※令和元年11月13日 第12回 仁淀川流域学識者会議において仁淀川床上浸水対策特別
緊急事業（日下川）の事業費増加に伴う事業再評価は審議済み

事業採択
時

（H26)

見直し時
（R1）

増減額

総事業費 約106 約257 約151

単位：億円

国土交通省・高知県・日高村が連携して、平成26年8月台風12号による床上浸水被害の解消及び機能を維持

③日高村による流域対策（案）
整備目標：局所的に低い家屋の床上浸水対策及び内水安全度の維持及び気候変動を踏

まえた防災・減災機能の向上
整備内容：【ハード】 浸水防止壁、周囲堤（各戸対策） 等

【ソフト】 地域住民への啓発活動等適切なソフト対策を国土交通省・高知県と
連携して実施

①国土交通省による対策
整備目標：排水能力向上による水位低下
整備内容：放水路の新設

②高知県による対策
整備目標： 排水施設の導水効果の向上
整備内容：河川整備計画に位置付けている日下川・

戸梶川の河川改修の推進（河道掘削等）

平成２６年８月台風１２号による床上浸水被害を大幅に軽減
（局所的に低い箇所の床上浸水家屋が残る）

国土交通省・高知県・日高村による日下川総合内水対策計画の整備方針



事業を巡る社会経済情勢等の変化（事業費の増加）
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 主に、①地質等を考慮した施工、②周辺環境への配慮によるものの追加。

前回評価時（平成27年度） 今回見直し（令和3年度）

総事業費 約544億円 約700億円

＜主な事業費増額の項目＞

【仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（宇治川）】 （約3.1億円増）

①地質等を考慮した施工

・仮締切工において、想定より硬い地盤のため硬質地盤クリア工法に変更（約1.5億円増）

②周辺環境への配慮によるもの

・周辺家屋に対する、騒音・振動・排気に対する環境対策として建屋を追加（約0.7億円増）

【仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（日下川）】 （約151億円増）

①地質等を考慮した施工

・極めて複雑な地質構成であり、補助工法の増加及び支保工のランクアップ（約119億円増）

②周辺環境への配慮によるもの

・周辺家屋等への影響を抑えるため発破方式を高精度な電子雷管を適用（約8.5億円）

・基準不適合となる重金属土壌に対応するため中層混合処理工法を適用（約19.5億円）

【地震・津波対策における耐震対策および自動化、高速化、遠隔化等の対策費増】 （約9億円増）

※仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（日下川）の事業再評価については、
令和元年11月13日 第12回 仁淀川流域学識者会議で審議 評価は「継続」

※仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（宇治川）の事業再評価については、
平成29年8月1日 第8回 仁淀川流域学識者会議で審議 評価は「継続」

※仁淀川の総事業費は支川分を含んでします。

＜主な事業費減額の項目＞
【森山箇所の漏水対策について詳細検討を行った結果、対策延長を縮小したため】 （約9億円減）



費用便益分析について（考え方）

53戸56戸
490戸

費用の算定

④便 益
・河川事業による氾濫

被害軽減の期待額

⑤治水施設
の残存価値

⑥総便益(B)の算出
（社会的割引率により現在価値化）

③総費用(C)の算出
（社会的割引率により現在価値化）

①事業費 ②維持管理費

便益の算定

費用対効果
・費用便益比(B/C) ※1
・純現在価値(B-C) ※2
・経済的内部収益率（EIRR） ※3

便益の算定に使用した被害内容
■直接被害額の算定

・一般資産被害額
（家屋、家庭用品、事業所償却・在

庫資産、農漁家償却・在庫資産）
・農作物被害額
・公共土木施設等被害額

■間接被害額の算定
・営業停止損失
・家庭における応急対策費用
・事業所における応急対策費用

『治水経済調査マニュアル（案）R2.4』
[費用]

①総事業費用から社会的割引率４%及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定。
②評価対象期間内(整備期間+50年間)での維持管理費を社会的割引率4%を用いて現在価値化

を行い算定。

[便益]
④事業完成後の年平均被害軽減期待額を算出し、評価対象期間(整備期間+50年間)を社会的

割引率4%を用いて現在価値化を行い算定。
⑤評価対象期間後(50年後)の施設及び土地の資産価値を現在価値化し算定。

[投資効率性の3つの指標]
※1:総費用と総便益の比(B/C)投資した費用に対する便益の大きさを判断する指標。
※2:総便益Bと総費用Cの差(B-C)事業の実施により得られる実質的な便益額を把握するため

の指標。
※3:投資額に対する収益性を著す指標。 9



費用便益分析グラフ（全体事業）

10仁淀川直轄河川改修事業の費用対効果分析結果グラフ（全体事業）

全体事業（直轄河川改修事業）のB/C

※津波・高潮は被害を軽減する便益については計上していない。
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評価期間５０年
（Ｒ２５～Ｒ７４）

（百万円）
全体事業（河道整備事業）のＢ/Ｃ

今回再評価時（基準年：R03年）

前回再評価時（基準年：Ｈ27年）

地震･津波対策(事業費)

右岸高潮堤(事業費)

背割護岸(事業費)
加田･谷箇所築堤(事業費)

新居箇所河道掘削(事業費)

西畑箇所河道掘削(事業費)

用石箇所河道掘削(事業費)

弘岡箇所河道掘削(事業費)

漏水対策(事業費)

局所洗掘対策(事業費)
背割堤補強(事業費)

内水対策(事業費)

老朽化対策(事業費)
費用現在価値(total)

加田･谷箇所築堤(便益)

新居箇所河道掘削(便益)

西畑箇所河道掘削(便益)

用石箇所河道掘削(便益)

弘岡箇所河道掘削(便益)

内水対策(便益)

便益現在価値(年度)



項目 細別
全体事業

（H23～R24）

残事業

（R4～R24）

総費用

事業費[現在価値化］ ① 701億円 142億円

維持管理費[現在価値化] ② 24億円 21億円

総費用(C) ③＝①＋② 725億円 163億円

総便益

便益[現在価値化] ④ 3,055億円 2,387億円

残存価値［現在価値化］ ⑤ 11億円 4億円

総便益(B) ⑥＝④＋⑤ 3,066億円 2,391億円

費用便益比（CBR） B/C 4.2 14.7

純現在価値（NPV）B－C 2,341億円 2,228億円

経済的内部収益率（EIRR） 12.0％ 100.0％

費用便益分析表（全体事業・残事業）
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費用便益分析（前回評価時との比較）（全体事業費）

12

※総費用の上段は、基準年における「現在価値化」した総事業費（消費税を含まない）を示す。
※総費用の欄の【 】内の数値は、維持管理費を除く総事業費（消費税含む）を示す。
※総便益は、基準年における「現在価値化」したものを示す。

項目
前回評価時

（平成27年度）

今回評価時

(令和3年度)
備 考

総費用（Ｃ）
443億円

【544億円】

725億円

【700億円】

地質等を考慮した施工、

周辺環境への配慮による

総便益（Ｂ） 1,998億円 3,066億円

・資産データの時点更新

・マニュアルの改定

・評価基準年の変更 等

費用便益比

（Ｂ/Ｃ）
4.5 4.2



費用便益分析表（感度分析）
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項目 基準値 変動ケース 費用便益比（B/C）

全体事業費の
うち残事業費

725億円 ±10％ 4.1～4.3

全体工期の

うち残工期
32年（H23～R24） ±10％ 4.1～4.2

資産 3,066億円 ±10％ 3.8～4.6 

項目 基準値 変動ケース 費用便益比（B/C）

残事業費 163億円 ±10％ 13.5～16.1

残工期 21年（R4～R24） ±10％ 14.3～14.6

資産 2,391億円 ±10％ 13.3～16.1

全体事業

残事業



事業の進捗の見込み
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今後のスケジュール

 日下川の内水対策（仁淀川床上浸水対策特別緊急事業）を完了させ、平成26年8月洪水規模に対する床上浸水被害
の解消を図る。

 仁淀川本川では、築堤（加田箇所）、堤防高不足（谷箇所）の解消を図る。
 新居箇所から弘岡箇所にかけて順次、樹木伐採、河道掘削等を行い、流下能力の向上を図る。
 侵食対策は、重要水防箇所に新たに追加した箇所を中心に、必要性について技術的検討をしたうえで実施区間に追

加する。

今後の整備内容

令和２４



項目 細別
当面の対策
（R04～R08) 

総費用

事業費[現在価値化］ ① 68億円

維持管理費[現在価値化] ② 1億円

総費用(C) ③＝①＋② 69億円

総便益

便益[現在価値化] ④ 1,564億円

残存価値［現在価値化］ ⑤ 4億円

総便益(B) ⑥＝④＋⑤ 1,568億円

費用便益比（CBR） B/C 22.6

純現在価値（NPV）B－C 1,499億円

経済的内部収益率（EIRR） 100.0％

費用便益分析表（当面の対策）
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コスト縮減や代替案立案等の可能性

各事業の設計、実施段階で、代替案の可能性検討を行うとともに、掘削土等の有効活用、
新技術の採用等を適切に行うことによりコスト縮減に努める。
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①河道掘削発生土の築堤材料等への利用（効果：約51億円のコスト縮減）

1
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加田箇所(築堤)

高知海岸の養浜へ活

用

掘削土砂発生

築堤盛土へ活用

用石箇所(堤防拡幅)

山付け区間

ケース 項目
数量

（千m3）
事業費
（百万円）

有効利用なし 残土処理 2,066 16,117

築堤材料 100 359

　加田築堤 88 316

　用石堤防拡幅 12 43

養浜材料 1,496 7,003

残土処理 470 3,665

小計 2,066 11,027

5,090

※事業費は掘削、運搬費含む

最大限有効活
用できた場合

コスト縮減額

河口部での河道
掘削で大量に発生
する掘削土砂を高
知海岸の養浜や加
田築堤、用石堤防
拡幅の盛土等に有
効活用。



被害指標分析の実施（試行）

【貨幣換算が困難な効果等】
 河川整備計画規模の洪水が発生した場合、浸水区域内人口が約13,400人、最大孤立者数（避難

率40％）は約5,600人、電力停止による影響人口は約6,000人と想定されるが、事業実施によりこれ
らが解消される。
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河川整備計画規模の洪水

河川整備基本方針規模の洪水

整備計画に
基づく事業

基本方針に
基づく事業



今後の対応方針（原案）

①事業の必要性等に関する視点
1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

■気候変動の進展に伴い洪水流量が増加することが予想されているため、洪水処理能力向上、破堤対策を早期
に進めることが必要。

■直轄管理区間沿川の氾濫域には、土佐市市街地やいの町中心部など人口・資産が集積しているが、地盤高が
仁淀川から離れるほど低くなる低奥型地形を呈しており、仁淀川の計画規模洪水時における水面より低い
ため、破堤時に想定される被害は甚大である。

■土砂堆積、樹林化の進行により、八田堰下流の流下能力は不足し、相対的に八田堰上流部の堤防整備区間に
比べて安全度が低く早急な治水対策が必要である。

■氾濫区域内に係る自治体の人口は減少傾向にあるが、製造業従事者数、製造出荷額は概ね横ばいとなってい
る。

2)事業の投資効果
■費用便益比（Ｂ／Ｃ） ［事業全体］4.2 ［残事業］14.7

3)事業の進捗状況
■順調に事業は推進している。
■宇治川の内水対策は完了し、下流部の河道掘削、日下川新規放水路建設を実施中。

②事業進捗の見込みに関する視点
■日下川の内水対策（仁淀川床上浸水対策特別緊急事業）を完了させ、平成26年8月洪水規模に対する床上浸

水被害の解消を図る。
■仁淀川本川では、築堤（加田箇所）、堤防高不足（谷箇所）の解消を図る。
■新居箇所から弘岡箇所にかけて順次、樹木伐採、河道掘削等を行い、流下能力の向上を図る。
■侵食対策は、重要水防箇所に新たに追加した箇所を中心に、必要性について技術的検討をしたうえで実施区

間に追加する。
③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

■各事業の設計、実施段階で、代替案の可能性検討を行うとともに、掘削土等の有効活用、新技術の採用等を
適切に行うことによりコスト縮減に努める。

■河口部での河道掘削で大量に発生する掘削土砂を高知海岸の養浜や加田築堤、用石堤防拡幅の盛土等に有効
活用する。約51億円のコストを縮減。

１．再評価の視点
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今後の対応方針（原案）

以上のことから、仁淀川直轄河川改修事業を継続する。

２．地方公共団体からの意見

高知県知事の意見
■「対応方針（原案）」案の事業継続について、異議はありません。
■仁淀川流域の治水安全度向上のため、より一層の事業推進をお願いします。

【今後の対応方針（原案）】
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